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方針１ それぞれの状態に応じた健康づくり 

現状と課題 

令和４年度に実施された高齢者福祉に関するアンケート調査によると、現在治療中、ま

たは後遺症のある病気（複数回答）があると回答した人のうち、「高血圧」は４２.９％、「高

脂血症」は１６.３％、「糖尿病」は１３.７％おり、生活習慣病を治療中の人が多いことが分か

りました。また、摂食嚥下に不安を感じている人が約３０％、転倒に対する不安を感じて

いる人が５４.６％と、高齢者の中には複数の疾患を抱えた人がいます。また、年齢が高く

なるにつれて、加齢に伴う口腔機能・運動機能・認知機能の低下など、健康に多くの不安

を抱える人が増えると同時に要介護・要支援の認定率が上昇し、医療と介護のニーズを

併せ持つ高齢者が増加していきます。 

その一方で、同じ年齢でも自立度の高い人と要介護状態にある人がいるなど、心身の

機能に大きな差が生じる傾向がある現状もあります。 

高齢者は複数の慢性疾患に加えて、体重や筋力量の減少を主因とした低栄養や、口腔

機能、運動機能、認知機能等が低下したフレイル状態になりやすいと言われています。早

い段階で気づいて対応ができるよう、健康診査の実施と生活機能維持（介護予防）の両面

にわたる支援を行い、それぞれの状態に応じた健康づくりを推進します。 

本市において健康とは、「病気の有無にかかわらず自分らしくいられる、心身及び社会

的に良好な状態」と定義します。この定義は健康推進プランよこすかによるものであり、

高齢者保健福祉計画でも、この定義を使用します。 

また、健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

であり、市区町村では要介護１までとされています。健康寿命の延伸に向けて、「自分の健

康は自分で守る」といった自助の意識を持ち、疾病の早期発見・重症化防止のために、健

康づくり・介護予防活動を日常の生活において取り組めるよう促す必要があります。また、

生活機能の改善とその維持を図るため、効果的なサービスの実施となるよう支援を行っ

ていきます。 

方針目標 

 健康寿命の延伸に向け、多様な健康課題に対応していくために、疾病予防や介護予

防に関する正しい知識の普及啓発を図ります。 

 健康診査やがん検診を実施し、生活習慣病等の早期発見につなげます。 

 高齢者個人の状態に合わせた各種事業を実施することで、自立支援・重度化防止を

図ります。 
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成果指標 

項   目 

現状 

令和４年度 

(2022 年度) 

中間目標 

令和７年度 

(2025 年度) 

成果目標 

令和 10 年度 

(2028 年度) 

健康を維持するためウオーキング、ラジ

オ体操などをしていると回答した人の割

合※1 

62.0％ 64.0％ 66.0％ 

健康を維持するために食事に気を付けて

いると回答した人の割合※1 
67.7％ 70.0％ 72.0％ 

オーラルフレイルの認知度※２ 34.7％ 40.9％ 47.1％ 

健康を維持するために定期的に健康診査

を受診していると回答した人の割合※1 
59.0％ 61.0％ 63.0％ 

現在の健康状態があまりよくない・よく

ないと回答した人の割合※１ 
19.1％ 18.2％ 17.3％ 

要介護２～５の認定者数 11,912 人 
推計値より 

少ない値 

推計値より 

少ない値 

※１ 横須賀市高齢者福祉に関するアンケート調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を含む）による 

※２ ミニオーラルフレイル予防教室アンケート（令和５年４月～７月）による  
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1 健康づくり・介護予防の推進 

◇ 個人の健康状態に合わせたフレイル予防・オーラルフレイル予防を継続して推進しま

す。 

◇ 生活習慣病の早期発見と健康維持のため、健康診査の受診率向上に努めます。 

◇ その人らしい生活が送れるよう、自立支援の取組を行います。 

(１) フレイルの早期発見と対策 

 介護予防・フレイル予防の普及啓発の推進 

フレイルとは、加齢に伴い、心身の活力(筋力)、認知機能、社会とのつながりなどが低

下した状態のことをいいます。多くの人が健康な状態から、このフレイルの段階を経て、

要介護状態になると考えられています。 

【フレイルのイメージ図】 

 

オーラルフレイルとは、加齢に伴う様々な口腔の変化（歯数の減少・筋力の低下・唾液の

減少など）により、口腔機能（噛む・飲み込む・話すなど）にささいな衰えがおこることです。

オーラルフレイルを見過ごしていると、やがて食欲低下、心身の機能低下にまでつながり、

要介護状態になる可能性もあると考えられています。 

例えば、自分の歯が１９本以下で義歯（入れ歯）を使用していない人は自分の歯が２０本

以上ある人と比べて転倒リスクが高まることが示されています。ただし、自分の歯が１９

本以下であっても、義歯を使用することにより、転倒リスクが抑えられるとされています。 

そのため、定期的な歯科健診や適切な義歯の装着、口腔体操で筋肉を鍛えるなどし、オ

ーラルフレイルの進行を遅らせたり、予防したりする取組が重要です。 

加齢 

要介護状態 

健康 

自立 
フレイルとは、健康な状態と 
要介護状態のちょうど、 

真ん中の状態のことです。 

フレイル 
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【オーラルフレイルのイメージ図】 

 

※「オーラルフレイルＱ＆Ａ」より引用・改変（著者：平野浩彦、飯島勝矢、渡邊裕 出版社：有限会社医学情報社） 

 

フレイルやオーラルフレイルを予防するためには、まず自分自身の状態を把握する必要

があります。その気づきの機会として下記の教室を実施します。 

取組見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

フレイルチェック教室（１コース２日間） 12 コース 12 コース 12 コース 

オーラルフレイル予防教室(１コース２日間) 12 コース 12 コース 12 コース 

低栄養改善教室（１回） ８回 ８回 ８回 

運動機能改善教室（１コース４日間） ８コース ８コース ８コース 

認知症予防教室（１コース５日間） ８コース ８コース ８コース 

認知症機能評価（ファイブコグ検査） 

（１コース２日間） 
２コース ２コース ２コース 

取組結果見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

フレイルチェック教室 参加者数 300 人 300 人 300 人 

オーラルフレイル予防教室 参加者数 180 人 180 人 180 人 

低栄養改善教室 参加者数 160 人 160 人 160 人 

運動機能改善教室 参加者数 240 人 240 人 240 人 

認知症予防教室 参加者数 240 人 240 人 240 人 

認知機能評価（ファイブコグ検査） 

参加者数 
60 人 60 人 60 人 
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 多様な手法を用いた介護予防の推進 

６５歳以上の全ての高齢者を対象に、リーフレットや WEB等を活用して、介護予防に関

する知識の普及及び啓発を図ります。 

併せて、地域の団体等に向けて介護予防啓発 DVD の貸し出しを行い、動画等を活用し

た活動が継続できるよう支援していきます。 

また、スマートフォン等を活用した介護予防活動を実践する教室を開催していきます。 

 

 

【介護予防 DVD】 【WEB 介護予防教室】 

取組見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

フレイル予防のための健康スマホ教室

（１コース２日間） 
４コース ４コース ４コース 

取組結果見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

フレイル予防のための健康スマホ教室 

参加者数 
100 人 100 人 100 人 

 

 後期高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（ポピュレーションアプローチ） 

高齢者には疾病予防（保健事業）と生活機能維持（介護予防）の両面にわたる支援が必

要です。健康寿命延伸プランにおいて、令和６年度までに全ての市町村での保健事業と

介護予防の一体的実施が位置付けられており、本市においても令和４年度（２０２２年度）

より事業を開始し、令和６年度（２０２４年度）以降は市内全域（１０圏域）で実施します。 

高齢者の健康維持・介護予防を目指す取組（ポピュレーションアプローチ）として、通い

の場に集う高齢者に対し、健康教育や健康相談等を実施し、フレイルに気が付いていない

高齢者の気づきを促していきます。 

取組見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

通いの場への普及啓発活動の実施 10 圏域 10 圏域 10 圏域 
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(２) 生活習慣病の予防と早期発見・重症化予防 

 各種健康診査の受診率の向上に向けての取組 

健康診査は自身の健康状態や、健康に関する知識を得る重要な機会です。 

生活習慣病の早期発見に重点を置いた特定健康診査や、後期高齢者健康診査を実施

するとともに、その受診率向上に努めます。特定健康診査に関する取組の詳細は、「横須

賀市国民健康保険第３期データヘルス計画、第４期特定健康診査等実施計画」に記載して

います。 

また、ライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するという特性等を踏まえ、対

象者に対し、骨密度検診を実施するとともに、その受診率向上を図ります。 

さらに、がんの早期発見・早期治療のため、各種がん検診を実施します。がん検診に関

する取組の詳細は、「横須賀市がん対策推進計画」に記載しています。 

取組見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

特定健康診査対象者への案内と特定健康

診査受診券の送付率 
100％ 100％ 100％ 

後期高齢者健康診査対象者への受診勧奨 100％ 100％ 100％ 
 

取組結果見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

特定健康診査受診率 33.0％ 34.0％ 35.0％ 

後期高齢者健康診査受診率 25.0％ 26.0％ 27.0％ 
 

 生活習慣病重症化予防事業の展開 

特定健康診査の結果、生活習慣の改善により生活習慣病の予防が期待できる方を対象

に管理栄養士等の専門職による特定保健指導を実施しています。また、特定健康診査の

結果、医療機関の受診が必要な方に医療機関に受診を勧奨する等の取組も実施していま

す。 

各取組の詳細は、「横須賀市国民健康保険第３期データヘルス計画、第４期特定健康診

査等実施計画」に記載しています。 

取組見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

特定保健指導対象者への利用券の送付率 100％ 100％ 100％ 
 

取組結果見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

特定保健指導実施率 15.0％ 16.0％ 17.0％ 
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 後期高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（ハイリスクアプローチ） 

後期高齢者健康診査の結果や医療情報等から、健康状態が良くないと思われる方を選

定して、訪問等の支援を実施しています。 

取組見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

支援対象者への支援実施率 100％ 100％ 100％ 
 

 歯と口腔の健康づくりの推進 

むし歯や歯周病に代表される歯科疾患は、その発病や進行により、歯の喪失につなが

るため、食生活や社会生活等に支障をきたします。 

歯周病が、心疾患、誤嚥性肺炎、糖尿病や早産等さまざまな病気の原因になり、全身の

健康に影響を及ぼすため、歯周病が増加する前の若い世代からかかりつけ歯科医をもち、

定期的に歯科健診を受けることの重要性を伝えるために歯周病検診を実施しています。 

取組見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

歯周病検診対象者への個別通知 100％ 100％ 100％ 
 

取組結果見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

歯周病検診受診率 

※30,40,50 歳の平均値 
11.7％ 11.9％ 12.1％ 

歯周病検診受診率 

※60,70 歳の平均値 
15.1％ 15.4％ 15.7％ 

 

(３) 自立支援・重度化防止のための取組 

 介護予防・生活支援サービス事業の推進 

生活機能の低下が見られる人や、生活に支援が必要になった要支援１・２の人の自立を

支援し、重度化を防止するための取組の一つに、介護予防・生活支援サービス事業があり

ます。これは、地域ごとに異なる支援の必要性や地域の実情に応じたサービスを実施する

ものです。本市では、以下の②～④のサービスを、介護予防・生活支援サービス事業とし

て取り組んでいます。 

第８期計画期間において、短期集中的に専門的なサービスを受けることで自立に向け

た機能向上が図れる人を対象に、デイサービス以外の多様な通いの場のひとつとして、民

間のトレーニングジムの利用料を補助するというサービスの創設を検討しました。検討の

結果、既存のデイサービスにもトレーニング機能を備えた事業所があることや、高齢者の

トレーニングジムへのニーズがどれくらいあるのか見込むのが難しく、実現には至りませ

んでした。 
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また、第８期計画で実施していた住民主体型訪問サービスについて、介護予防・生活支

援サービス事業の開始当初より活動の幅が広がっています。現状、サービス対象者は地

域で困っている人であり、それは介護予防・生活支援サービス事業の対象者である要支

援認定者等に限りません。介護認定を持っていない高齢者、障害者、子育て世代など属性

問わず幅広く支援しています。また、訪問型のサービスだけでなく、新たなチャレンジとし

て誰でも気軽に参加できる場の提供も行っています。こうした住民主体で広がるサービ

ス全体を支援するために、一般介護予防事業へ移行します。（詳細は５０ページ「住民主体

による生活支援活動への支援」に記載） 

今後も他都市の好事例などを参考にしながら、本市にとって効果的なサービスの創設

を検討していきます。 

 訪問型短期集中予防サービス（訪問型サービスＣ）の実施 

訪問型短期集中予防サービスは、閉じこもりなどによる心身機能の低下や低栄養によ

る虚弱の改善のため、理学療法士、管理栄養士や保健師による相談、支援を３か月以内の

短期集中的に実施します。 

本サービスの利用実績がほとんどないことが課題となっています。その背景には、いく

つかの要因が考えられます。まず、市の専門職がサービス提供を行うことを前提としてお

り、そのため大人数を対象に展開することが難しく、本サービスの対象者を、うつ傾向等

により他の通所サービス等の利用ができない人と限っていたことです。加えて、実績がな

いため利用者にどのような効果があるかがはっきりしていません。さらに、サービスが終

了したあとの対応策も十分考えられていない状況です。これらの要因が重なり合い、結果

として、本サービスが本市の介護認定を受けている人々のニーズに適切に応えられてい

ないという状況に陥っています。これを改善するため、今後は利用者の具体的なニーズを

特定し、サービスの変更について庁内で調整を進めていきます。 

 基準緩和型訪問・通所サービス（訪問型・通所型サービス A） 

障害福祉事業者が介護予防訪問介護相当サービスと介護予防通所介護相当サービス

を提供するにあたり、本市では共生型介護予防訪問相当サービス・共生型介護予防通所

相当サービスとして実施しています。 

これにより、今まで障害福祉サービスを利用していた方が、６５歳以上になったときに

引き続き同じ事業所で介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サ

ービスを受けることができます。 

 要支援者に対する訪問・通所相当サービス 

介護予防・生活支援サービス事業の利用対象者は、要支援１・２の認定を受けた人、また

は基本チェックリスト※により生活機能の低下がみられた人（事業対象者）です。 

介護予防訪問介護相当サービスとして、ホームヘルパー（訪問介護員）による掃除、洗

濯などのサービスを実施します。要支援１・２の人が、新規または更新の介護保険認定調

査時において「買い物と調理の介助が必要ない」と判断された割合は増加しており、以下

の図のようにサービス利用量は減少傾向にあります。これは、配食サービスの充実、単身

向け少量の食品販売の増加や軽量・多機能化した生活家電の販売など生活の利便性が向

上していることが主な理由として考えられます。他に、サービス提供側の人手不足により、
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利用希望に応じられないなどの理由からサービス利用量が伸び悩んでいる可能性もあり、

様々な要因によるものではないかと考えています。今後は原因分析を進めながら要因を

踏まえて、現行のサービスを維持し、サービス利用量の推計を行います。 

※ 基本チェックリスト…暮らし・運動・栄養・歯や口・外出・物忘れ・こころの項目からなる生活機

能の状況を確認する２５項目のチェックリスト 

【要支援認定者のうち、買い物・調理の介助が必要ないと判断された人の推移】 

区分 令和２年10月 令和３年10月 令和４年10月 

ア 買い物・調理の介助が必要ない人 1,768 人 1,880 人 2,079 人 

イ 10 月時点の要支援認定者数 5,091 人 5,261 人 5,746 人 

ウ 要支援者に対する割合（ア/イ） 34.7％ 35.7％ 36.2％ 

 
介護予防通所介護相当サービスとして、デイサービスにおいて、体力強化や筋力トレー

ニングなどのサービスを実施します。ニーズは年々高くなっており、下記の図のようにサ

ービス量は増加傾向にあります。今後も現行のサービスを維持しつつ、サービス利用量の

推移を注視します。（サービス利用量の見込みは、１４９ページに記載） 
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(千円)
42,025 50,458 46,588 39,009 41,515 38,570 38,441
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【訪問相当サービスの給付費と件数の推移】
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【通所相当サービスの給付費と件数の推移】
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 自立支援のための住宅改修 

要介護・要支援認定を受けた高齢者に対して、自宅内の転倒を防ぐための手すりの取

り付けや段差解消など、住宅改修をした時の改修費を支給し、安心して在宅生活を続けら

れるよう支援します。 

（詳細は７１ページ「住宅改修費の支給」に記載） 

 自立支援のための福祉用具の貸与及び購入費の支給 

要介護・要支援認定を受けた高齢者に対して、福祉用具の貸与及び購入費を支給し、日

常生活動作の自立を支援します。 

（詳細は７１・７２ページ「福祉用具の貸与及び購入費の支給」に記載） 

 自立支援・介護予防のための地域ケア個別会議 

自立支援・介護予防のための地域ケア個別会議を開催し、事例提供者である地域包括

支援センターが、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士といった多

様な専門職と意見交換を行い、自立支援や介護予防の視点を含んだケアマネジメントの

検討を行います。 

（詳細は４７ページ「自立支援・介護予防のための地域ケア個別会議」に記載） 

 シニアリフレッシュ事業の実施 

高齢者の健康の維持及び介護者の体調を維持して在宅生活の継続を図るため、以下の

方に対してマッサージ等の施術費の一部を助成します。 

対象者は、75 歳以上の方及び高齢者のみの世帯で、同居の要介護者（要介護３～５）を

介護している 65 歳以上 75 歳未満の方です。 

マッサージ等の施術を受けることで、心身の健康の維持や身体機能の回復、低下の防

止につながり、高齢者が自立した生活を送ることができるよう支援していきます。また、

本事業の利用者を増やしていけるような方法を検討していきます。 

取組結果見込み 

項   目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

75 歳以上の申請率 2.5％ 2.7％ 3.0％ 
 

 


